
議案第２２号 

   代理の承認を求めることについて（倉敷市教育委員会職員の職名および辞令式等 

に関する規則の改正について） 

 教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和５１年倉敷市教育委員会規則第１０号）第２

条第３項の規定により、倉敷市教育委員会職員の職名および辞令式等に関する規則の一部改正

について、次のとおり代理したので、承認を求める。 

   令和５年４月６日提出 

                       倉敷市教育委員会 

教育長 仁 科   康         

 

倉敷市教育委員会職員の職名および辞令式等に関する規則の一部を改正する規則 

倉敷市教育委員会職員の職名および辞令式等に関する規則（昭和５１年倉敷市教育委員会規

則第６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の１１の項（６）から（８）までの規定中「再任用」を「暫定再任用」に改め、同

項（８）の次に次のように加える。 

(９) 定年前再任用 

  ア 役付職員の場合 

                           氏       名 

倉敷市教育委員会職員に定年前再任用する 

○○部〇〇課〇〇を命ずる 

〇〇職給料表〇級〇号給を給する 

任期は〇年〇月〇日までとする 

イ 一般職員の場合 

                           氏       名 

倉敷市教育委員会職員に定年前再任用する 

〇〇を命ずる 

〇〇職給料表〇級〇号給を給する 

○○部〇〇課勤務を命ずる 

任期は〇年〇月〇日までとする 

教育企画総務課 



 (10) 定年前再任用職員の任期の満了による退職 

                        職員 氏       名 

定年前再任用の任期の満了により〇年〇月〇日をもつて退職とする 

 別表第１の１５の項に次のように加える。 

職員 氏       名  

地方公務員の育児休業等に関する法律第５条第２項の規定により育児休業の承認を取

り消し復職を命ずる 

別表第１の１７の項を１９の項とし、１６の項を１８の項とし、１５の項の次に次のように

加える。 

１６ 自己啓発休業等 

職員 氏       名  

地方公務員法第２６条の５第１項の規定により自己啓発等休業を承認する 

期間は〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする 

 

 

職員 氏       名 

〇年〇月〇日付けで地方公務員法第２６条の５第１項の規定により承認した自己啓 

  の期間が満了 

発等休業          し復職したことを通知する 

      の承認が失効 

 

職員 氏       名 

地方公務員法第２６条の５第５項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消し復職

を命ずる 

１７ 配偶者同行休業 

職員 氏       名  

地方公務員法第２６条の６第１項の規定により配偶者同行休業を承認する 

期間は〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする 

 



職員 氏       名 

〇年〇月〇日付けで地方公務員法第２６条の６第１項の規定により承認した配偶者 

  の期間が満了 

同行休業          し復職したことを通知する 

      の承認が失効 

 

職員 氏       名 

地方公務員法第２６条の６第６項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消し復職

を命ずる 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 倉敷市職員の定年等に関する条例等の改正に伴い規定を整備する等のため、規則を改正する

ものである。 

 

 


